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株式会社ダイエー様からの寄附に対し感謝状を贈呈しました 
 

このたび、堺市と「堺市域における使い捨てプラスチック削減に関する協定」を締結している株式会社ダイエー様から、

市内各店舗で販売した有料レジ袋の収益金を、堺エコライフポイント事業の推進に係る支援としてご寄附をいただきま

した。今回の寄附金は、堺エコライフポイント事業における「必ずもらえる電子マネーギフト」など、環境行動を実践した

方へのインセンティブに活用します。 

その芳志に対し感謝の意を表するため、以下のとおり感謝状を贈呈しました。 

なお、令和 3 年度から毎年ご寄附いただいており、今回が 5 回目となります。 

 

1 寄 附 者  株式会社ダイエー 様（東京都江東区東陽 2 丁目 2 番 20 号 代表取締役社長 西峠 泰男 様） 

 

2 寄附金額  642,182 円 

 

3 感謝状贈呈式 

（日 時） 令和 7 年 7 月 9 日（水）午前 11 時から 

（場 所） 堺市役所 高層館 20 階 第二特別会議室 （堺市堺区南瓦町 3 番 1 号） 

（主な出席者） 株式会社ダイエー 

近畿支社 近畿営業本部 中近畿事業部長 神谷 直樹 様 

イオンフードスタイル栂・美木多店長 大塚 英晃 様 

堺市 

環境局長    植松 あけみ 

 

4 その他 

（1）堺市域における使い捨てプラスチック削減に関する協定 

ごみの減量や海洋プラスチックごみの削減による海洋環境の保全を図ることを目的に、事業者・市民活動団

体・本市の 3 者協働によりレジ袋を含む使い捨てプラスチックの削減に取り組んでおり、株式会社ダイエーとは令

和元年 10 月 23 日に協定を締結しています。 

 

（2）堺エコライフポイント事業 

市民等の環境行動変容を促進し、ライフスタイルの脱炭素化を図ることを目的とした事業。堺エコライフポイント

アプリユーザの環境行動実践に対して、インセンティブとして「堺エコライフポイント」を付与することで、環境行動を

促します。この「堺エコライフポイント」は、電子マネー等への交換やプレゼント品抽選への応募に利用可能です。 

 



 

写真 

5 当日の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左 2 人目から神谷中近畿事業部長、大塚栂・美木多店長、植松環境局長 

 

問
い
合
わ
せ
先 

（今回の寄附及び堺エコライフポイント事業に関すること） 

担 当 課：環境局 カーボンニュートラル推進部 環境政策課 

電 話：072-228-3982 

フ ァ ッ ク ス：072-228-7063 

（堺市域における使い捨てプラスチック削減に関する協定に関すること） 

担 当 課：環境局 環境事業部 資源循環推進課 

電 話：072-228-7479 

フ ァ ッ ク ス：072-228-7063 

 


